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ドイツ農 業 ・土地 制度 史 に関す る

ベ ル リン国 際学 の討 議△
云

一 一つの論点整理 として

加 藤 房 雄

工 は じ め に

ドイ ツ 「農 業 ・土 地 制度 史」Agrargeschichteに 関 す る 国際 学 会 が,1992年

4月9日 よ り11日 まで の三 日間,ベ ル リン郊外 の 地 ゴ ーゼ ンにお い て開催 され

た。 そ の共 通 論 題 は,「 危 機 脱 出 の打 開 策 と忌 避 策。19世 紀 か ら20世 紀 へ の転

換 期 に お け る東 部 ドイ ツ農 業 の安 定 化 構 想 と近代 化 戦略 」Dで あ った。 ベ ル リ

ン工 科 大学 歴 史学研 究 所 が,同 大 学 の ハ イン ツ ・ラ イ フ(HeinzReif)教 授 を

主宰 者 と して組 織 した この学術 会議 には,旧 東西 両 ドイ ツの名 だ た る農 業 ・土

地 制度 史家 が顔 を揃 え たばか りで は な く,さ らに,カ ナ ダ,ス ウ ェー デ ン,ハ

ンガ リー,ポ ー ラ ン ド,そ して 日本か らの 参加者 も同席 した 。 この大会 は,ア

グ ラー ル ・ゲ シ ヒテを対 象 と して 開か れた,ド イ ツ新 統一 後 最 初 の全 ドイ ツ的

な国 際学会 で あ る。 この大会 へ の参 加 と報 告 を要 請 され た筆 者 は,先 般,ラ イ

フ教 授 よ り送 られ た1993年5月8日 付 の私 信 と ともに,ブ ー フ シュ タ イナ ー

1)原 題 は,WegeandAuswegeausderKrise.StabilisierungskonzeptcundModcrnisicrungs.

strategienderostdeutschenLandwirtschaftanderWendevom19.zum20.Jahrhundertで あ る 。

な お,本 稿 の 当 面 の 課 題 と 目的 は,「 ベ ル リ ン会 議 」 の 内 容 を で き る だ け 正 確 に 伝 え る とい う一

点 に 置 か れ て い るの で,各 論 者 の 諸 見 解 に対 す る 批 判 的 な コ メ ン トと,わ た く し 自身 が 持 つ 論 点

の対 置 と に つ い て は,こ れ を全 面 的 に は 展 開 せ ず,註 記 に お け る ご く簡 単 な 言 及 に と ど め ざ る を

え な か っ た こ と を,あ らか じめ 断 っ て お きた い 。 こ う した 批 判 的 総 括 の試 み と して は,さ しあ た

り,拙 稿 「旧 東 独 に お け る農 業 史 研 究 の最 新 成 果 と そ の 意 義 一 批 判 的継 承 の た め に一 」 「土

地 制 度 史 学 』M138号,1993年,所 載,で 果 た さ れ つ つ あ る 論 点 整 理 あ 試 論 を 参 照 。



ドィ。麟.土 地鞭 虫に関するベルリ・国際学会の識(19)19

(ll。n。B。。h・・・・…)氏 ・手 ・成 ・た学会議 事録21を 入手 した・ そ こで,本 稿

においては,お もにこの瀞 銚 基に して・麟 当 日の レジメない しは発 話

内容で観 しなが ら消 学会㊥ 舗 告 ・・れをめ ぐり行われた酷 な識 の

大要 を紹介す るこ とによ り,・ こか ら学ぶべ きは学び・かつ また批判すべ きは

批判 して,鰍 繍 点 と観点を探 りあてる上での一つの輔 的な整耽 果た し

て お きた い と思 う。

H報 告の要旨

大会 プログラムは,下 記 の.とお りである。

_第_テ ーマ 緻 斉全体 の展 開か ら見煉 部 ドイ・諜:構 想'経 済状

況 ・発 展 の 障 壁

司 会Hans-JurgenTeuteberg(Munster)

1HartmutHarnisch(Berlin)

蘇 国 か 工 業 国 か.19-2・ 世 紀 転 換 期 ドイ ・ の 経 済 と 社 会 に お け る 蘇 の 意

義 を め ぐ る 論 争 。

2Manfred7atzlauk(Rostock)

19世 紀 末 の 最 後 の20年 間 に お け る 農 民 状 態 の ア ン ケ ー ト。

3i)1,Buchsteiner(Rostock)

ポ.ル ン の グ ー 。 ヴ,ル ト シ ・ フ トに お 醇ナる 土 地 所 有 の 連 続 性 ・変 動 喪 失

1879一 一1910年 。

ii)副 報 告ScottEddie(Toronto)

東 エ ル ベ ヴ ・ イ セ ・ の 大 土 地 所 有.デ 一 夕 ベ ー ・ ・ そ し て 方 法 論 上 の 諸 問

題 。

4KlausHeB(Stuttgart)

東 部 ド イ ツ ・グ ー ッ ヴ ィ ル ト シ ギ フ ト の 経 済 状 態,1879-1914年 。

・・認 獄 謙 譲 謬 難 易ζ二;麟ち露 響 鷲 認
9面ぬC厩 に,長 短いずれ,かの体 裁で掲載 され る との こ とで あ る。
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5加 藤 房 雄(広 島)

プ ロ イ セ ン世 襲 財 産 問 題 の 社 会 経 済 的 意 義,1871-1918年 。

6LeszekWiatrowski(Wroclaw)

19世 紀 末 一20世 紀 初 頭 期 に お け る 農 業 大 経 営 の 歴 史 に 関 す る ポ ー ラ ン ドの 最

新 研 究 。

二 第 二 テ ー マ(a)農 業 近 代 化 の 諸 要 因i

司 会Karl-HeinrichKaufhold(Gbttingen)

1VolkerK】e㎜(Berlin)

東 部 ドイ ツ の 農 学 と グ ー ッ ヴ ィ ル ト シ ャ フ トの 近 代 化(農 学 の 新 展 開 と 東 部

ド イ ツ の グ ー ツ ヴ ィ ル ト シ ャ フ トに お け る そ の 反 響)。

2WalterAchilles(G6ttingen)

19世 紀 末 以 降 期 東 部 ドイ ツ に お け る グ ー ツ ヴ ィ ル トシ ャ フ ト近 代 化 の 経 営 理

想 像 。

3StephanMerl(Bielefeld)

東 部 ドイ ツ の 農 業 協 同 組 合 組 織1878-1928年 。 農 業 進 歩 の 機 構 と そ の 限 界 。

4WlodzimierzStepinski(Szczecin)

入 植 運 動 と 農 業 発 展 。1914年 前 プ ロ イ セ ン 領 ポ ー ラ ン ドの 農 業 近 代 化 に 果 た

し た ド イ ツ 化 政 策 の 諸 帰 結 に 関 す る ポ ー ラ ン ド側 の 研 究 。

第 二 テ ー マ(b)農 業 近 代 化 の 諸 要 因h

司 会EckartSchremmer(Heidelberg)

1Hans-HeinrichMiiller(Berlin)

借 地 人 と 農 場 支 配 人 。 帝 制 期 の 東 エ ル ベ 農 業 に お け る 農 学 イ ン テ リ 層 の 役 割

に つ い て 。

2KlausHerrmann(Hohenheim)

ド イ ツ 農 業 協 会(DeutscheLandwirtschafts-Gesellschaft)と 東 エ ル ベ ・.

グ ー ツ ヴ ィ ル ト シ ャ フ トの 近 代 化 。

3WolfgangJacobeit(Berlin)



ドイツ農業 ・土地制度史に関するベルリン国際学会の討議(21)21

農 業 技 術 振 興 機 蘭(ReichskuratoriumfurTechnikinderLandwirtschaft>

にお け る東 エ ルベ の農民 。

4i)Hans-JoachimRook(Berlin)

ブ ラ ンデ ンブル ク農業 にお け る機 械 ・電気 利 用,1879-1928年 。

11)副 報 告JurgenLaubner(Halle)

工 業 と農業 のあ いだ 。 オー バ ー ・シ ュ レー ジエ ンの マ グ ナー テ ン農場 にお け

る技 術 化 。

三 第 三 テー マ 忌 避 策 ・除去 対 策 ・方 向 転換 。 東部 ドイ ツ農業 に おけ る反

近 代 主義 をめ ぐって

司会Hans-JurgenPuhle(Frankfurt>

1WolframPyta(K61n)

東 エ ル ベの大 土 地所 有へ の課 税 と この大 土地 所 有 の租 税 政策 的要 求,189(〉 一

1933年 。

2JensFlemming(Hamburg)

東部 ドイツ農場 の渡 り労働 者 。東 エ ル ベ にお け る大 土 地所 有 者 の 農村労 働 者

政 策 につ いて。

3H.Reif(Berlin)

ヴィマール共和制期東部 ドイツの農業諸団体 にお ける反ユ ダヤ主義。

4総 括 討論 。

この会議 にあっては,効 率的農業生産 を求めた世紀転換期の工業 国の諸要請

に,東 部 ドイツの農業家,わ けて も,大 土地所有者が どのよ うに応えたか とい

う問題が,全 体 として多面的に討究された と言い うるが,第 一 テーマの もとで

取 り扱われた論点 は,次 の三つ に集約され る。1.東 部 ドイツ農業の実態。2,

東部 ドイツ農業 の発展をめ ぐる農政上の様様な構想。3.そ の実現をはばむ阻

止要因。さて,初 日の冒頭 を飾 ったハルニ ッシュの報告 は,い わゆる農業国 ・

工 業国論争 に焦点をあわせ た。ハル三 ッシ ュは,「 自由貿易 か保護 関税か」 と
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い う.問題 を係 争 点 と した この論 争 に おい て議 論の 的 とな った こと は,な ん ら経

済 学 上 の 問 題 で は な く,広 範 な住 民 諸 階 層 の 生 活 諸 般 に直 結 す る利 害 関係 で

あ って,そ の解 決 は,国 民経 済 の み な らず 社 会構 造全 体 に とって きわ め て大 き

な意 義 を持 った,と 述 べ る。 それ は,内 政 をめ ぐる諸 勢力 の力 関係 と,東 エ ル

ベ に お ける伝統 的 な農 業 的支 配 エ リー トの所 与の優 位 とに対 して重 大 な影 響 を

及 ぼ さ ざ る を え な か った 。 こ の 社 会=政 策 的 爆 発(gesellschaftspolitische

Brisanz)は,ハ ル ニ ッシ ュに よれ ば,従 来 ほ とん ど顧 み られ る こ との なか っ

た論 点 であ る。彼 は,こ れ を,G.シ ュモ ラー,W.ロ ッシ ャーそ してL.ブ レ

ン ター ノ らの 同時代 人 の論 述 を検 討す る ことに よ っ て跡づ け る3,。結 論 は,こ

うで あ った 。該 論争 は,工 業 国路 線 がす で に不可 逆 とな って い た時 に始 め られ

た。 しか し,そ れ で もや は り,そ の意 義 は,東 部 ドイ ツにお け る大土 地 所 有 の

経 済 政策 上 の 目的 が擁 護 され た こ と,か くして,既 定 の道 程 の貫徹 と と もに,

ユ ンカーの経 済 的基 礎 の建 て直 しが無 事果 た され えた点 に存 した の であ る,と 。

ヤ ツ ラウ クは,19世 紀末 の農 民 に関す るア ンケ ー ト調査 とは,農 業 の 窮境 に

対 す る 地主(Agrarier)の 猛 烈 な苦 情 と,国 の援 助 を求 め る彼 らの要 求 とを

きっか け と して 実施 され た もので あ る と指 摘 した。調 査 の主 項 目は,債 権債 務

3)ハ ル ニ ッシ ュ報 告 で は,同 時代 人Mヴ ェー バ ー の 見 地 に対 す る詳 細 な 言 及 は,残 念 な が ら見

られ なか った 。 だ が,わ れ わ れ の視 角 か らす れ ば,次 の よ うな 錯 綜 した 論 点 の 関 連 が 重 要 で あ る

と思 わ れ る 。す な わ ち,こ と 世 襲 財 産 論 の 認 識 世 界 に即 す るか ぎ り,ヴ ェー バ ー が,「 工 業 国 」

を 過 度 に 危 険祝 す る 立 場 を し りぞ け,逆 に,「 小 世 襲 財 産 」 の形 成 に端 的 に示 され る 「農 業 資 本

主義 」 の利 害 を最 優 先 す る保 護 貿 易 主 義 政 策 を こ そ,徹 底 的 に 批 判 し去 る強 固 な 姿 勢 を 示 した こ

とは,紛 れ もな い事 実 で あ る 。 し か し,だ か ら と言 っ て,ヴ ェ ー バ ー は,「 大 世 襲 財 産 」 を い さ

さゆ も指 弾 して は い な い の で あ る。 彼 に とっ て,「 工 業 国 」 路 線 の 推 進 と,「 農 業 資 本 主 義 」 的 な

「小 世 襲 則.産 」 の 蔓 延 と の 両 立 は,絶 対 に不 可 能 で あ り,か つ ま た 断 じて 許 す ま じ き事 態 で あ り

こ そ す れ,「 工 業 国 」 は,農 業 的大 土 地 所 有 と して の 「大 世 襲 財 産 」 の存 続 とは 必 ず し も矛 盾 し

は し ない 。 「大 世 襲 財 産 」 は,「 農 業 資 本 主 義 」 の 最 悪 の 虚 栄 的 分 子 で は全 くな い,と 見 な さ れ て

い る ので あ る。 「農 業 国 ・工 業 国 」 論 争 を め ぐ る ヴ ェ ーバ ー の こ の 複 雑 な理 解 は,ま だ,正 当 な

評 価 を受 け て い な い と言 っ て よ い の で は あ る ま い か 。Vgl.MaxWeber,Agrarstatistischeand

sozialpolitischeBetrachtungenzurFideikommiBfrageinPreuf3en(1904),in=ders.,Gesammelte

ん φ 君々z6羅r50g如 あ齢 ♂"π45。z加 功o配 鵡TUbingen1924,S.391-393.な お,当 該 の 論 争 を 対 象

と し た 研 究 と し て は,MartinSteinkUhler,Agrar-oderlndustriestaat:DieAuseinanderset.

zμη88π 凹㎜ ゴゴ8Gθ ¢瘤 ぬ 加 躍4必 一andZollpolitikdesDeuuchenRei`加51879-1914,Frankfurt

amMain1992,が 最 新 の業 績 で あ る。
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関係,農 地 の強制 競売 と分 割 地化(Parzellierung)そ して,生 産 と経 営 の実情

等 で あ った 。地 域 史研 究 に と って も有 用 な,厖 大 な数 量 に のぼ る これ らの原 史

料 を基礎 に して い る当該 の ア ンケー ト調査 全体 を分析 し尽 くした体 系 的 な叙 述

は,ま だな い41。 しか し,こ れ は,農 業 の実 態 把 握,問 題 点 の理 論 的 洞 察,そ

して実 践 的解決 策 の提 言 のいず れ に とって も大 い に役 立 つ 基礎 資料 な ので あ る。

ポ メ ル ンの土 地所有 便 覧 と地 主 住所 録 を分 析 した ブー フシ ュ タイナ ー は,一

方 にお い て,1879年 以 降,農 業生 産 に お け る市 民 的(burgerlich)大 土 地所 有

者 の 優 越 が あ り,そ れ故,資 本 主義 的 農業 発 展 の い わ ゆ る 「プ ロ イセ ン型 の

道 」 の経 済 的帰 結 の評 価 にあた って は,こ の 点が 当然,考 慮 に入 れ られ な けれ

ばな らない とす るな らば,他 方,1879年 か ら19ユ0年 まで の土 地 所 有 の増 減 の点

で は,貴 族 に とって有利 な推 移 が 見 られ た こ とを も示 した 。 しか し,こ の あ と

の事 実 につ い て は,な お,以 下 の 点 に留 意 す べ きで あ る。 す なわ ち,農 業 生 産

にお け る貴族 の比重 の増 大が 明 らか にな った か ら と言 って,そ れ は別段,貴 族

的(adlig)大 土 地 所 有者 の大 半 が,近 代 的 な 農業 資 本 主 義 的企 業 家 の類 型 を

体 現 してい た こ とを証 明す る もの で はい さ さか もない 。 この 二つ の事 柄 は全 く

の別 物 な の で あ る。 貴族 的土 地所 有 の増 加 とい う事 態 は,ポ メ ル ンに お け る

グー ッ ヴ ィル トシ ャフ トの近 代化 と採 算性 の上昇 とに と って は,負 の作 用 を及

ぼ しこそす れ,な ん ら積極 的な役 割 な ど果 た しは しなか った ので あ る%

エ デ ィは,プ ロ イセ ン土 地 所有 構造 を分析 す るため の 方法 論 を 問題 に して,

彼 の言 う新 たな 可能性,す なわ ち,統 計 的集 団分 析6,(Klumpenanalyse)の 手

法 を提 示す る。彼 によれ ば,こ の方 法 の利 点 は,異 な った二 州 の任 意 の郡 と郡

との 相 違 に比 して,同 一州 の二郡 間の それ の方 が よ り大 きい こ ともあ りうる事

4)さ し あ た り,B6uerlicheZustandeinDeutschland,Bde.1-3.&h吻4郎y邸 綬応 ノ諺r50z彪 ♂・

"」 痂 幽Bde・22-24,Leipzig1883,の 全 面 的 な 分 析 が,こ う した 研 究 の 出発 点 と な るで あ ろ う 。

5)な お,ポ メ ル ン の 大 土 地 所 有 を 対 象 と し た ブ ー フ シ ェ タ イ ナ ー の 最 新 の 研 究 成 果

(C鰯 畔 。距 ∬ゼ副 ・P廉 膨 所18フ1-19140舶 … 鋤 鍋 卿 脅 π雇 ρ・幽 幽 ・:配 付b㎜ 刎 ゴ・・

血Gmβ9㎎ η4加5ゴ`zεr)は,Akademie-Veriα9よ り,近 近 公 刊 の 予 定 で あ る 。

6)ブ ー フ シ ュ タ イ ナ ー は,元 来 英 語 でClusteranalyseと 呼 ば れ た エ デ ィの 手 法 も,ド イ ツで は,

早 くか ら知 ら れ て い た統 計 的 方 法 の一 つ で あ る,と 注 釈 し て い る。
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実 が示 され る点 にあ る。 一方,農 業構 造 上 の違 い の際 立 つ ,た とえ ばザ クセ ン

とポ メ ル ンの二州 につ い て,大 土 地所 有 の似 通 った構 成 が 認 め られ た りす る こ

と もあ る。 こ う した集 団分 析 は,比 較 経 済 史 的研 究(dievergleichendewirt -

schaftsgeschichtlicheForschung)に と って も有 用 で あ る
,と エ デ ィは 言 明 し

た。

ヘ スは ,大 経 営 の経 済状 態 を分析 した。 収益 問 題 に着 目す る彼 は ,統 計資 料

に依 拠 して,不 況 下 に あ る農 業 大経 営 の危機 とい う従 来 の定 説 の再検 討 を試 み

る。 彼 は,動 植 物 生 産 の著 増 とその価 格騰 貴 の傾 向 を確 認 した上 で
,不 動 産抵

当負 債額 を調べ て も,と りわ けて憂 慮 すべ き事 態 は生 まれ て いな い
。 そ れ ど こ

ろか,か え って逆 に,土 地価格 の不 断 の上昇 と強制競 売数 の少 な さ は
,良 好 な

経済 状 況 の証 拠 で さ えあ る,と 見 なす。 ヘ スの結 論 は ,帝 制期 東 エ ル ベの 農業

大 経 営 につ い て,持 続 的 も しくは慢 性 的 な構 造 上 の危 機 を語 る こ とは到底 不 可

能 で あ る,と い う一点 に集約 され た7)。

19世 紀末 か ら第一 次 世界 大戦 に至 る時期 の フ ィデ イ コ ミス問題 を担 当 した加

藤 は,報 告 の前 半 に お いて,M.ヴ ェー バ ーの 世 襲財 産論 を批判 的 に吟 味 した
。

加 藤 は,ヴ ェー バー の意 図 が,大 世 襲財 産 ,す なわ ち,相 当 多 数 の合 理 的 経 営

単位 を具備 して,イ ギ リス世 襲財 産 と本 質 的 に同 じ効 力 を誇 る大 土地 所 有 を選

別 的 に育成 し,逆 に,合 理 的経 営 とは言 えぬ ,狭 義 の ユ ンカー的 自己経 営 と し

て の小世 襲財 産 の解体 ・撤 去 を図 ろ う とす る点 にあ る と見
,ヴ ェーバ ー は,こ

う した方 向 の 中 に,世 紀転 換 以 降期 東 部 ドイ ツにお け る農 業 ・土 地 制度 の ,客

観 的 に可 能 な最 善 の形成 の道 を求 め て いた ,と 語 った 。 さ らに,報 告 の後 半で,

加 藤 は,プ ロ イセ ン世襲 財 産問 題 の歴 史 的意義 を ,具 体 的事例 に即 して追 究 し

7>ヘ スの議論の詳細については,K.H・B、 ∫　毎 　4旛8σ'勧 。G詔9闇 伽 伽σ　 K。ゴ簿
「♂`鬼面π改σご曙5`ぬψ'f`んεrGroβδθじ漉δ,Gro139剛ηゴ6ε5置'2ロπ4品ηだ吻 餌θご々 oη加刀∫η」辱砲B6胃
(1867/71　 1914),Stuttgart1990.と くに,そ のE,WirtschaftlicheLagedeslandwwtschaft.
lichenGro品bethebesundGroBgrundbesi硬s ,,bend.,S.215-316,を 参照。なお,ヘ スの著作の
前半部分は,フ ィデイコミスの分析にあてられている。わたくしはすでに,ヘ スのフィデイコミ.
ス理解に見られる無視 しえ城難点を,拙 稿 「ドイツにおける近現代土地制度更研究の新屋開一
「ベルリン会調 とK・ヘスのフ・デイコミス論一 」r広島大学繍 論叢悌 ・5巻,第3・4号,
工992年,所収,に おいて批判した。
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た。 ドイ ツ帝 国主 義 が,国 外 の植民 地獲 得 を 目指 した だ けで は な く,ド イツ 国

内 にあ って も,ゲ ルマ ン系 とは別 の民族 に属 す る大土 地所 有 者 の世襲 財 産 に も

狙 い をつ けて いた史 実 の指摘 が,そ の さ しあ た って の分析 結 果で あ った%

ヴ ィア トロ フスキ ー は,19世 紀 末か ら20世 紀 初 頭期 の農 業 大経 営 の歴 史に 関

す るポ ー ラ ン ドで の最 新研 究 に見 られ るそ の特 徴 的 な傾 向 を報告 した 。彼 は,

ユ ン カー の農村 労働 者 政策,大 土 地所 有 の発展 条 件,そ して,そ の所 有 地規模

の変化 とい った テー マ を,最 近 の研 究 の主対 象 に挙 げつつ,こ れ に加 えて,ポ

メル レ ン(Pomerellen>・ 東 プ ロイセ ンの よ うな特定 地 方 へ の地域 史 的 関心 の

集 中 も著 しい,と 指 摘 した9}。

以 上 が,大 会初 日の報告 要 旨で あ る。次 いで,二 日目の諸報 告 は,近 代化 の

諸問題 の検 討 にさ さげ られ た。 まず,農 学 の発展 とグー ッ ヴ ィル トシ ャフ トの

近代 化 につ いて,ク レム は,19世 紀 後半 にお け る飛 躍 を検 証 した。農 業 生産 の

集約 化 の急 進展 が,そ の一大 原 動 力で あ る。農 学 の実務 へ の 応用 が ゆ っ く り進

んだ こ と,ま た,そ の利 用 の実 際 を,各 地 域 ・経 営 諸層 ご とに突 き とめ る作 業

は,至 難 のわ ざで あ る こ と,こ の 点 につ いて は一 定 の留 保 が 必要 で あ る と した

上で,ク レム は,19世 紀 末 を もって,農 用 地 の集約 的経 営 ・収穫 高 の上昇 ・無

機質 肥 料 の大 量投 与 ・機 械利 用 の 普及,そ して植 物栽 培 の改 良 等 の近代 化 の諸

契機 が 基本 的 に 日の 目 を見 た一 つ の画 期 と見 な した 。最 後 に,ク レムは,こ の

8)わ た く しの 報 告 は,拙 著 「ドイ ツ世 襲 財 産 と帝 国主 義一 プ ロ イ セ ン農 業 ・土 地 問 題 の 史 的 考

察 一一 」 勁 草 書 房,1990年,を 基 礎 に して行 わ れ た。

9)コ ・ンカ は,ヴ ィァ トロ フ ス キ ー に よ るHelmutBleiber批 判 を好 意 的 に 紹 介 して い る 。1970年

に,ヴ ィ ア トロ フ ス キ ー は,旧 東 独 の 一 部 の 農 業 史研 究 に 見 られ た次 の よ う な 偏 向,す なわ ち,

「プ ロ イ セ ン型 の 道 」 に 関 す る レー ニ ン ・テ ー ゼ の高 圧 的(apodiktisch)定 式 化 の 先 走 りと い う

あ る種 の 理 論偏 重 と,そ して,こ れ と裏 腹 の 関 係 に立 つ,具 体 的 な社 会 経 済 史 的 実 証 分 析 の 欠 如

と に対 して,す で に 警 告 を発 して い た 。 ヴ ィア トロ フ ス キ ー は,報 告 にお い て は,19世 紀 末 期 の

東 部 ドイ ツ農 業 を,「 危 機 」 の も と に あ った と見 なす のか 否 か,と い う基 礎 的 係 争 問 題 に関 す る

自説 の 開 陳 を 留 保 した 。Vgl.JurgenKocka,Zu■jiingerenmarxistischenSozialgeschichte.Eine

kridscheAnalyseunterbesondererBer凸cksichdgLmgsozialgeschich出cherAns温 色einderDDR

(ユ972),亘nlAlexanderFischer・GUntherHeydemann(Hrsg.),G既 削`ゐ親 切∬㎝5`ゐψ 加 吻

DDRBdI」H醜 θ瑠 ごみθE曜ε盟r「`伽々"g,Tゐ α　rゴα∫煉 螂 ゴ伽 麗"4Cθ κゐゴ`ゐMゴぬ 動 地Be蝋in1988,S.

410f.Anm,42,



26(26)第152巻 第1・2号

近代化過程 の推進 に大いに与か って力あった グー ツヴィル トシャフ トの役割L。〕

を高 く評価 しつつ,農 業経営各層 ・個 別経営 の精細な地域 史研究 の必要性 を も

力説 した。

これに対 して アヒレスは,19世 紀末以降の グーツヴィル トシャフ トの近代化

に とって,そ の経営上の手本など,も ともとあ りはしなか った と断言す る。第

一に
,農 業経営学は,第 一次世界大戦期に至 るもなお依然 として.明 確 なヴ ィ

ジョンをイメージ した近代化 の理想像 を提示 しえなか ったか らで ある11)。第二

に,農 場所有者 にあ っては明 らか に,官 僚的要求思考 が支配的だ ったのであ り,

彼 らは,敢 然た る資本家的企業家精神 の体現者で は毫 もなか った。それ故,資

本主義的農業 とい う表現を彼 らに当てはめることがはた して適切か どうか。 こ

の点には,最 初か ら疑問が残 らざるをえないのである。

メルルは,東 エルベでは,南 西 ドイツに比 して,協 同組合運動 の開始が遅れ

た こと,そ のメンバーの顔ぶれ も南西 ドイツとは別物であ った ことを指摘 した。

東エ ルベにあっては,明 らかに大土地所有者 の比率が高いのである。 さて,化

学肥料や強化飼料 の普及に示 され る農業進歩 の点で とくに大 きな成果 を挙げた

のは,酪 農 ・畜産協 同組合だ った と目され る。これに対 して,1896年 以来,農

業者 同盟 によって運営 されて きた協 同組合では,既 存 の組合 に較べ るとはるか

に攻撃的な言動が 目立 ったので あるが,そ の固有 の目的を達 した とは言いが た

い1⑳。

10)こ の点 に関連 して,わ た くしは,「 ドイツ大土 地所有 の近代化促進 の効 用」 とい う仮 説 を立 て,

これ を指示 す る 「M.ヴ ェーバ ー ・H.一H.ミ ュ ラー的視 点」 の.意味 を熟 慮 すべ き必要 性 を問題 提

起 した。 ク レム報告 は,わ た くしの この見地 に基 本 的 に合致 す る。 前掲 拙稿,r土 地制 度 史学』

論文,55ペ ー ジ,拙 稿 「ドイツ農業 ・土地 制度史上 の二つ の問題 につい て一Gutsherrschaftと

Domanenpachter一 」 「広島大学経 済論叢』 第17巻,第1号,1993年,所 収,204ペ ージ,参 照。

11)当 時の農 業経 済学 が,そ の理論 的展 開のた めの お もだった材 料 を地主 経営(Gutsbetrieb)に

求め ていた こ とと,地 主 経営 と農民 経営が大 き く異 な るこ とを,ア ヒレスは強調 した。 わた くし

は,氏 の基本 的立脚点 が農民(経 営 〉の それ であ ろ うと推測 した。 ア ヒ レスは,ま た,農 業史研

究へ の近代化理 論の適用 に 「単純化 」の嫌 いを見 出だ し,こ の傾 向を鋭 く批 判す る。氏 が提出す

る諸 問題 は,発 展の見 地に立つ者 に とって も,貴 重で あ ろ う。 けだ し,一 つ一つO点 と批判 的

に格 闘 し,こ れ に丁寧 に答 えてい く反論 を怠 らない努 力 を通 じて,,申 らの理 論 を よ り精 緻に鍛 え

上 げ,そ れ を,一 元 的 ・単線 的発展 論 の 「単 純化 」か ら救 い出す よ り.確実 な道が 開 ける に違い な

いか らで ある。
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シ ュテ ピンス キー は,1914年 前 の プ ロイセ ン領 ポー ラ ン ドにお ける ドイツ化

政策 の帰 趨 を問題 に した13)。1886年 の植 民 法 に 関 して,そ れ は,苛 烈 な民 族 闘

争 が生 んだ 反 ボー.ラ ン ド人 的 な措 置 で あ った と強 調す る研 究 もあ れば,他 方,

プロ イセ ン植 民 政策 に よ り作 り出 され た農 民 的土 地所 有構 成 を肯 定的 に評 価 す

る,内 地植 民 の 弁護 論 もあ る。 この研 究史 を踏 ま えた上 で,シ ュテ ピ ンスキー

は,と くに,ポ ー ラ ン ド側 の土 地分 割協 同組 合 の 活動 を強調 し,そ れ が買 い 占

めた の はお もに ドイ ツ人 の土 地 だ った と述 べ た。 ポー ラ ン ド人の組 合 が実 行 し

た土 地 取 得 と農 場 切 り取 り(GOtersehlachter)の た めの 資 金 源 につ い て は,

なお,以 下 の点 が検証 され な けれ ば な らないで あ ろ う。す なわ ち,い ったい,

ドイツの銀 行 は,そ の顧 客 の民 族 的 な氏素 姓 な どい さ さか も意 に介 さなか った

ので あ って,そ れ は,ポ ー ラ ン ド人 の市場 をめ ぐ り激 しい競争 戦 を展 開 した の

か,そ れ と も逆 に,ド イツの信 用組 織 は,活 動 の ナ ツ ィオ ナ ール な基 準 を設 け

てい た のか,と い う問題 が それ で あ る。

農業 近 代化 の 諸要 因 を継 続議 題 と して,二 日目午 後 の議 事 は,ミ ュ ラー報 告

によ って再 開 された 。二 日 目の前 半 で 中心 的 に取 り扱 われ た 問題 が,主 として,

理論 的 な手 が か りと所 与 の諸前 提 だ った とす れ ば,午 後 の 部 にお い て は,現 実

の近 代化 過 程 を実 証す る こ とに力 点 が おか れ た。 ミュ ラー は,東 エ ルベ 農業 に

お け る農学 イ ンテ リ ・グ ルー プの役 割 を問 い,農 場 支 配 人 と借 地 人 に着 目 しつ

つ そ の豊 富 な実 例 を披瀝 して,両 グ ルー プの地 位 と機 能 を特 徴づ け る。農 場 支

配 人 と して 活躍 した代 理 人(Administrator>あ るい は農場 監 督(lnspektor)

とは,貨 幣報 酬 な い しは利 潤 の分 配 とひ きか え に,地 主農 場 の経 営=会 計 実務

の た め に働 く,農 業 大経 営 の管 理 人で あ る。 進取 の気 風 に富 む彼 らのす ぐれ た

業績 は,高 い教 育水 準,地 主 との 良好 な人 間関係,そ して,企 業 家 的 な経 済感

12)協 同組合は,中 ・小経営の維持を槓杆として,近 代化過程を遅らせ,そ の安定化に繋がったこ

とにより,結 局,近 代化の社会的費用の削減に寄与したとするシュレムマーのテーゼについて,
メルルは,自 説の言明を惧重に遊げた。

13)世 襲財産問題との関連で,わ たくしは,す でに,拙 著,第 四篤,第 七章,二 第一次大戦前
ボーゼン州における 「闘争政策」の展開と 「土地収用法」において,シ ュテピンスキーが取 り

扱った問題について詳述した。
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覚等 の成せ るわざであ った。次 に,借 地人は,土 地取得 を回避 して,経 営資本

を農業 につ ぎこみ,自 立的経営 を実践す る。 この階層 は,利 潤獲得 を 目的 とす

る企業家 にほかな らず,そ の教育水準 も支配人同様す ぐれて高い。彼 らは,お

しなべて経済的 には リベラルだが,政 治的には保守的だ った。 ミュラー は,借

地人のなかで もと りわ け御料地借地人が,プ ロイセ ン農業の進歩 に寄与 した能

動的な役割を力説 した。 ミュラーは,こ れ らの具体的実例 を,永 年 にわた る地

道 なアル ヒー ブ ・アルバイ トによって裏づけた。徹頭徹尾実証 に沈潜 して初 め

て成 しうる,説 得力に富む見事 な報告であった1%

ドイツ農業協会 について報告 したヘルマ ンは,そ れが もともと,全 ドイツ的

規模 での農業の発展を 目的 としていた組織で あ りなが ら,そ の活動 を見 る と,

そ こには,あ か らさまな地域的方向性,す なわち東部 ドイツの特別視が看取 さ

れると語 った。 ヘルマ ンは,こ の点を,協 会 メ ンバー中に数多 くの東エルベの

農業家が存在す る こと,協 会がポメルンと東プロイセン等で機械 の検査 を実施

したこと,東 エルベの諸都市 において協会主催の巡 回展覧会が何 回か開かれた

こと,に よって検証 した。 ボイス(TheodorHeuss)は,当 該の協会 を 「農業

思想 の参謀本部」15)と呼んだ。

民俗学者 ヤコバイ トは,進 歩 と伝統のはざまに揺れ る農民の地位 に省 察を加

える16}。彼 は,技 術 進歩 によ り呼びさまされた農民生活の変化 をめ ぐる問題性

14)こ こ で,以 下 の 説 明 を補 足 して お きた い 。 「農 業 の 資 本 主義 的再 生 産 の うち に 進 行 す る と こ ろ

の,土 地 所 有 と経 営(資 本 主 義 的 農 業 生 産)と の分 離 に よ る い っ さ い の 資 本 主 義 的 私 的 赭 土 押 所.

有 璽, ,嘩 密 な 毒 味 で σ～近 代 的ヰ 地 所 有 へ の 転 化.こ れ が.土 地 所 有 の ブ ル ジ ョア 的 改 造 一 ブ ルジ

ョア 的 土 地 変 革 の 第 三 の 契 機 と し て 現 れ る」。 尾 崎 芳 治 「ブ ル ジ ョ ア 的 土 地 変 革 の 理 論 」 同

「経 済 学 と歴 史 変 革 一 労 働 指 揮 権 と して の 資 本 ・生 活 意 識 ・土 地 所 有 一 』 青 木 書 店,1990年,

所 収,同 上,362ペ ー ジ,傍 点 引 用 者 。 先 の 註10)に お い て 指 摘 した 「ヴ ェー バ ー ・ ミ ュ ラ ー 的視

点 」 が含 意 す る理 論 的 内 実 の一一枢 要 点 は,尾 崎 氏 の い わ ゆ る 「ブ ル ジ ョ ア的 土 地 変 革 の 第 三 の 契

機 」 で あ る。

15)ボ イ ス の こ の 文 言 は,大 会 の 際 配 布 さ れ た ヘ ル マ ンの報 告 レジ メ か ら 引 用 した 。

16)民 俗 学(Volkskunde)の 研 究 史 に 関 す る 簡 便 な概 観 と し て,さ し あ た り,IanFarr,'Tradi一.

tion'andthePeasantry=OntheModernHistoriographyofRuralGermany,in;Richard].

EvansandWilliamRobertLee(eds.),TheGermanPeasantry.ConflictandCommunityinRu・

ralSocietyノ'romtheEighteenthtotheTwentieth(}η 測r'銘London・Sydney1986,pp.9-11,を

参 照 。
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を分析す る。農業技術振興機 関にあっては,そ の規約 ・創設 メンバー ・幹部構

成 を一見す ればた ち どころに読み とれ る とお り,大 経 営優 遇の傾 向が明確で

あ った。 さて,19ユ8年 後の ドイツ農業の再建 とアウタルキーの樹 立のためには,

大経営 のみ ならず,有 為 の中小農民経営が必要視 され ざるをえなか ったので あ

るが,こ れ ら中小経営の経済的効率 を支える農業工学的諸前提が確 立 していた

わ けでは必ず しもない。む しろ,農 民たちは,そ の労働 の維持 と軽減に関 して

は,手 仕事用器具の改良に専念す ることで対 処 しようとしたのであ る。 こうし

て,従 来の伝統的な労働方式への農民の外見的固執 とい う事態が帰結され る。

他方,農 民が,機 械化 とこれによる労働軽減 に対す る願望,そ して,自 余の社

会環境 に適合 した労働 ・生活様式を求め る欲求を持ちあわせていた ことも,看

過 しえぬ事実であ る。ヤ コバ イ トは,こ の点 を,ト ラクター導 入の経過で例証

した。

ロ ックは,ブ ラ ンデ ンブルク農業を分析 して,三 つの基礎過程 を明 らか にし

た。1.作 業機械の刷新2.電 気エネルギー利用の開始3.自 動鋤 と トラ

クターの使用。次に,ロ ックは,そ の広範 な一般 的利用 の阻止要 因を指摘 して,

次のよ うに述べた。電気代 と機械の仕入れ費用が高 くつ いたので,農 民経営で

は依然 として,筋 力 を頼 りとするはかなか った。 この点 を認めた上で,ロ ック

は,技 術 的進歩 に適応 しつつ行われた機械化の進展を,農 村民 の流離 と国際的

競争 とい う困難に直面 していたブランデ ンブルク農業 に とっての,一 つの重要

な安定化戦略 と見 な した17}。

17)ロ ッ ク は,代 代 のAmim伯 爵 家 に よ って 所 有 され たBoitzenbu■g所 領 の 分 析 を続 け て い る実

証 史 家 で,そ の時 期 的 対 象 は,お よ そ,180〔 トー1914年 で あ る。1833年 と1855年 に 家 族 世 襲 財 産 化

さ れ た こ の ボ イ ッ ェ ン ブ ル ク所 領 の近 現 代 史 的展 開 は,わ れ わ れ の 問 題 視 角 か ら 見 て も,き わ め

て興 味 深 い 。 当 該 の所 領 の 資 本主 義 的 経 営 へ の移 行 と そ の 前 史 を 精 査 レた ハ ル ニ ッ シ ュ のか つ て

.の 力 作,DfεHε 胤 顧 」%ゴ産Zε隠伽 思 ひ加εr皿疏 槻g㎝z翼rEπ 励`々 勉"g御 釣加αめ加 加 初商訥飢

St.uktur1&ndlicherGebieteinde,MarkBrandenburgnom14.biszum19.Jahrhundert,

Weimarユ968,は ,旧 東 独 の 農 業 ・土 地 制 度 史 研 究 が 生 ん だ 最 高 成 果 の 一 つ に 数 え られ よ う 。 な

お,Hein面ehK6ak,Dゴ6σ 幽 地 堺`敏 職 ω6磐 おぬ ごみ"ゴ`んθσ"£㈱ 曜 加 η8㎝2㎜.4874脚 卿

伽o膨'傭`hrnRaum,Berlin・NewYork1991,S.267-275;UdersithtQberdieBesidndedes

β漏蜘 加r鯉 ぬε鉗ム魏 山 加 ゆ 螂`配 瓢jFb曲 拡7冶 ∫以Bθ ゐδ鱈伽 暫"41処 εガ`μ∫加 ㎝ 畑 ゴ㎝7け ・

.厚励 η施 肋4魂Nε ㎜ 魂 泌 θ諏 彪妬 戯 外1808/16 ,Wei㎜r1964,S,327-333,参 照 。
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ラ ウプナー の副報 告 は,オ ーバ ー ・シ ュ レー ジエ ンを対 象 とす る もの で あ っ

た 。現 在利 用可 能 な資 料 の性 格 上,報 告 の結 論 は一 種 の アナ ロジー とな るほか

な い と留 保 しつつ,ラ ウ プナ ー は次 の よ うに述 べ る。1,000ヘ クター ル 以上 の

巨 大経 営 に お け る機 械 利 用 の 水 準 か ら推 して,そ の 多 くが フ ィデ イ コ ミスで

あ った マ グナ ーテ ン農 場で の機 械化 の進 展 は,著 しか った と見 られ る。 次 いで

彼 は,当'該 の大 農場 にお ける土地 所 有 の独特 の利 用 形 態 に注 目す る。 それ は,

地 下資 源 の採 鉱 と森林 経営 に基づ く原材 料,と りわ け木材 の加工 で あ る。 ラ ウ

プナ ーは,こ こで の大 土 地所 有 と工業 の結 合 を,近 代 化 の変 種 の,お そ ら くは

最 良 の もので あ ろ うと高 く評 価 した1%

大 会 三 日目 には,.午 前 の部 で,東 部 ドイ ツ農 業 にお け る反 近代 主 義 を共 通

テ ーマ と して三つ の報 告 が行 われ た 。 ピュ一 夕は,1918年 に至 る まで.大 土地

所 有 が,国 と地方 のい ず れの レベ ル におい て も,租 税 上 の優 遇 措 置 を得 て いた

実 態 を明 らか に した。 この点 で は,農 業 に課 され るべ き重 要 な租税 を徴 収 す る

際 の不備 と租 税額 の決 定 に対 す る農 場所 有 者 の直接 的 な政治 的 影響 力 の行 使 と

が,重 要 な意 味 を持 った。 ワ イマ ー ル期 にあ っては,イ ンフ レー シ ョン終 熄後

18)住 谷 一彦 氏 の近 説,「 ゾ ムバ ル トと ヴ ェ ー バ ー一 「ブ ル ジ ョア」 を ど う読 む カー 」r国 際 関

係 学 研 究 」(東 京 国 際 大 学 大 学 院)第6号,1993年,所 載,は,こ の 点 と の 関 連 にお い て.す ぐ

れ て 示 唆 に 富 む 。 住 谷 氏 は,M.ヴ ェ ーバ ー の 『経 済 と社 会 」 の 「オ イ コ ス(Oikos)へ の 発 展 」

を対 象 と した 一 節 につ い て,次 の よ うな 引 用 を 行 っ て お られ るか ら で あ うg「 ∵ ∵ 酵 学 的木 鐸 営

の創 造 は,そ の よ うな 経 営 を 併 合 した 才 イ コス の ヘ ル を,資 本 主 義 的 企 業 に きわ め て 接 近 させ る

か,完 全1詩 形 きせ る と 跡 あ ら 穐 」.M.W・b・ ・,W磁 ゐ・伽 ・4G・ 轍 ・彫 伽 ・4"∬ 伽

。α、勲 飢 伽 ∫。。肋 詐(1922),5.A・n.、 丁噛bi・g・・1985's・232,傍 点 引 用 者 ・ 「ヴ ェ ー'ミー は ・ オ

イ.コ ス の 基 盤 上 に 成 長 す る 企 業 経 営 の 一 典 型 を,シ ュ レ ー ジ ェ ン の シ ュ 夕 日 ス チ ン 工 業

Starosten・lndustrieに み て い る」 の で あ る 。 住 谷 一 彦,同 上,12-13ペ ー ジ の 註12)を 参 照 。

そ れ 故,次 の よ う に言 っ て大 過 な い の で は あ る ま い か 。 シ ュ レー ジエ ン ・マ グ ナ ー テ ンの フ ィ

デ イ コ ミ ス農 場 で 展 開 した シ ュ 夕日 ス チ ン工 業 と し て の 農 工 複 合 体(Agrarindustriekomplex)

ぱ,「 近 代 化 の 変 種 の 最 良 の 一 形 態 」 に ほ か な らな い。 よ し.そ れ が 「領 主 的 生 産 者 類 型 」 で あ

こ の類 型 は,も はや 「半 封 建 的 」 な もの で は 必 ず し もな い 。 な る ほ ど1か つ て 「前 近る に せ よ,

代 的 ・半 封 建 的 」 で あ った 「領 主 的 類 型 」 の,「 近代 的 ・資 本 主義 的 」 な そ れ へ の発 展 の傾 向 は,

あ た か も 「「小 世 襲 財 産 」 の 有 害 性(不 合 理 な もの 〉 のr大 世 襲財 産 」 的 有 効 性(合 理 的 な もの)

へ の 転 化 の傾 向 」 さ な が ら に,「 一 つ の 逆 説 で は あ る。 しか し,そ れ は や は り,ド イ ツ全 体 の ブ

ル ジ ョ ア的 発 展 傾 向 を 色 づ け る 事 態 適 合 的 な特 殊 的 丁 禦 機 に ほ か な ら ぬ も の な の で あ っ た 」。 前

掲 拙 著,180-181ペ ー ジ の 証65)参 照 。 な お,「 敏 的 なr領 主 的 生 産 者 類 型 」」 とい う範 疇 規 定

に つ い て は 、 同上,205ペ ー ジ の 註34)を 見 よ。
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新 た に導 入 され た租 税が,経 営 費 の重要 な一項 目を成 す と見 なされ た 。 これ は,

結 果 的 に減益 につ なが 。て い ・た ・ この こ とが,大 土地 所有 者 に と ・て の 齢

しい経 済 問題 を 直接生 んだ とは言 えな い に して も,1930年 代 初 めの東 部 ドイ ツ

にお け る大多 数 の大経 営 が,経 済的 苦 境 に陥 ってい った こ との 一 因 とな った で

あ ろ う こ とは,想 像 に難 くない。租 税 問題 をめ ぐる当該 時期 の紛争 とその解 決

の仕 方 は,ピ ュ一 夕に よれ ば,声 高 に叫 ばれ た様 様 な利 害 の対 立 とい う局面 か

ら,法 律 違 反 ももの か は,あ る特 定 の利 害 に組 み す る立場 を極 限 まで 突 きつ め

てゆ く段 階 へ と至 る移行 の 一指標 で あ った1%

フ レ ミングの報告 要 旨は,以 下 の とお りで あ る。農場 に定住 す る 日雇 い労 働

者(Tage16hner)と ダー ツ ヘ ル との利 害 共同 態 は次 第 に解 体 して ゆ き,経 済

外 的強制 を脱 した即物 的な 雇用 ・被 雇 用 関係 に転 化 しつつ あ る と,農 村 労働 者

の状 態 に関 す る1890年 代 の ア ンケー ト調 査 を分 析 したM.ヴ ェーーバー は結 論 づ

けた 。 しか し,農 場 所 有者 で は な く,牧 師 が ア ンケー トに答 え た別 の調 査報 告

もあ れ ば,農 業 会議 所 が実 施 した また 別の 報告書 もあ る。 これ らの調 査 に よれ

ば,ヴ ェー バー の先 の 見解 とは少 しく趣 を異 に して,農 村 で の人 間関係 はす ぐ

れ て協 調 性 に富 み,都 市 に お け る よ りもは るか に安 定 的 で 良好 とい う こ とで

あ った。 フ レ ミ ングは,農 村民 の離脱 とこれ へ の地 主 の対抗 措 置 とを引 き合 い

に出 して,先 に示 した後者 の主 張 に対 す る反証 を挙 げ る。 ター ゲ レー ナ ーの生

活 状 態 は低 下 し,社 会 的不安 が増 大 した。 働 き口の便 益 を供 与 され る点で も,

さ らに は,警 察や 保健 所 の世 話 を受 け る とい う意 味 に おい て も,農 村 労働 者 は,

一箇 の政 策対 象 と化 す はか なか った ので あ る2%

、9>ピ 。_タ は,近 刊 書 加・ゴ露 ・・彫'漉 ノ・燃 　 卿 ε々 伽 加部曲K・ ゴ　 勧Dσ

脚 鴻 。即廊 ゐ。.1・㈱ ・　 aafdieN　 伽 ・8ぬ・F1一 一・"州 雌 肱・ゆ 雌 ・捌E"48
dar1870crJahreamBeispielvanRheinlandandWestfalen,1991,の 著者である。

20)筆 者が,当 初,ラ イフ教授より受け取った大会プログラム案によれば,渡 り労働者のみならず,

,定住労働者(dieseBh・fteLanda・beite・schaf・)の問題 も報告テーマに掲げられており・その担
農 村労働者 の在 地当予 定者 は,旧 東独 のHainerPlaul氏 で あった。わ た くしは.'

(Bodens也ndigkeit)と 彼の自由とを調和させる唯一の契機を零細地小作(Parzellenpacht)に 見
出だしたM,ヴ ェーバーの所説と,こ れに加えて,工 業労働を担ういわゆるシュレーバー・ゲル

トチー(Schreberg話mer)層 の零細地小作が,ド イツ帝国主義転化のための構造的一基底と/
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大会報告 の掉尾 を飾 ったのは,主 宰者のライフ自身であ った。 ライフは,帝

国土地同盟(Reichslandbund)の 機関紙 とその他 の農業専 門紙 を分析 して,

ワイマール期の反ユ ダヤ主義を追及 した。1921年 まで存続 した農業者 同盟の機

関紙 に,狂 信的な反ユ ダヤ主義の論調が見 られた ことは,紛 れ もない事 実で あ

る。だが,帝 国土地同盟の中央機関紙には,反 ユ ダヤ主義 の論説はほ とん ど載

らなか った。農業の利害を代弁するとい う全農業地域 に共通 して必要 な公分母

を作 り出す ことが,そ の当面の課題だ ったか らである。1925年 後 の時局 におい

て も,同 盟の地方紙にす ら,反 ユ ダヤ主義 の言説 はほ とん ど現われず じまいで

あった。 これに対 して,国 粋的ない しは人種的見解の流布 に努 めたのが,ド イ

ツ貴族新聞 と ドイツ青年農民の二紙だ った。 ライフは,こ こに,世 論操作の分

業関係 を見出だす。後者 にあっての経済的反ユ ダヤ主義 は,農 業が脅か された

地位 に甘ん じてい るとい うある種の被害妄想の表現であったが,こ れは,農 業

諸団体の当事者 として,さ もあ りなん と思わ しめる道具 と して役立 ったので あ

る21)。

皿 討論の要点

各 報 告 の 直 後 も,ま た,最 終 日 後 半 の 総 括 討 論 の 際 に も,巨 細 の 別 な く,き

わ め て 批 判 的 な 意 見 が 飛 び 交 っ た が,討 議 の 内 容 は,お よ そ 四 つ の 問 題 群 に 大

別 さ れ う る 。

＼ して の 歴 史 的 意 義 を 担 っ た 点 を 示 唆 す る ヌ ス バ ウ ム(HelgaNussbaum)の 見 地 と を,二 つ な が

らに 実 証 的検 証 にふ す 貴 重 な 手 が か りが,プ ラ ウ ル報 告 か ら得 られ る の で は な い か と大 い に 期 待

して い た だ け に,こ れ が 行 わ れ ず に 終 わ った こ と を残 念 に 思 う。 仄 聞 す る と こ ろ に よ れ ば.プ ラ

ウ ル 氏 は,ド イ ツ再 統 一 後,研 究 意 欲 を急 速 に 沮 喪 させ た との こ とで あ る 。 こ こ に も,ド イ ツ統

一 の 悲 劇 の ひ と こ ま が垣 間 見 られ る よ う に 思 わ れ る
。 な お,M.ヴ ェ ー バ ー とH・ ヌ ス バ ウ ム の

議 論 に つ い て は,前 掲 拙 著,23ペ ー ジ の 註79),loo-106,170-171ペ ー ジを 参 照 。

21)ラ イ フ報 告 は,ワ イマ ー ル期 の 反 ユ ダ ヤ主 義 の 分 析 に 関 す る貴 重 な 実 証 的 貢 献 で あ る 。 今 後,

反 ス ラ ブ 主 義(Antislawismus)と の 相 即 不 離 の 関係,そ して,反 民 主 主 義 冒反 社 会 主 義 ・イ デ

オ ロギ ー と も合 体 した 「イ デ オ ロ ギ ー 複 合 体 」Ideobgiekonglomeratの 中 で の 反 ユ ダ ヤ 主 義 の

位 置 づ け 等 の 問 題 が,究 明 さ れ な け れ ば な ら な い で あ ろ う。Vgl.WolfgangWippermann,Pro・

blemeandAufgabenderBeziehmgsgeschichtezwischenDeutschen,PolenandJuden,in=Stefi

Jersch-Wenzel(Hrsg.),Deutsche一%脅"一 ん4例,AreBeziehungenvondenAnfangenbtsins20.

」αぬ「ん罵η48r乙Berlinユ987,S.32,38.
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1.農 業 国 ・工 業 国論 争

WilliBoelcke(Stuttgart)は,当 該 の論争 が もた ら した 帰結 は なん で あ った

のか 。 そ して,こ の論争 が あ った こ とは,当 時 の ドイ ツ社 会 におい て,い った

い どの程 度 まで知 覚 され て いた のか,と 問 うた 。 この 問 い に対 す る確 定的 な解

答 は,結 局語 られ ず じまいで あ った が,ト イテベ ル ク は,論 争 の意 義 を明 らか

にす るた め には,工 業 さ らに は国家 と農 業 との 関係,国 内市場 の構 想 をめ ぐる

農工両 部 門の 調停 等 の問 題領 域が,も っ と深 く分析 され な けれ ば な らない と小

括 した 。

2.帝 制期 東 部 ドイ ツ農業 の経 済発 展全 般,と りわ け危 機 の問題 に つい て

JosefMooser(Bielefeld)は,経 済的 危 機 な ど存 在 しなか った と見 なす ヘ ス

の主張 に対す る疑 念 を表 明 した。 い った い,ド イツ農 業 は,当 時,ど の よ うな

危機 を実 際 に経験 してい たのか 。 モ ーザ ー は,巷 間議 論 され る こ との多 か った

この危 機 の問 題 とは,単 な る悪 しきイデ オロギ ー上 の語 り草 にす ぎぬ もの だ っ

た ので ばな く,現 実 的 な基礎 に根 ざ してい た に違 い ない と言 う。彼 は,な か ん

ず く,ヘ スが 無視 した労 働者 問 題 にお け る社 会 的 ・経 済 的 困難 を重 視 した。 こ

れ に対 して,ト イ テベ ル クは,狭 義 の経 済 的危 機 を疑 問視 す る。彼 に とって は,

む しろ,近 代 的工 業 国が 農業 に対 す る競争 戦 に勝利 を収 め た と人人 が認 識 した

ことそ の もの のな か に,固 有 の危機 が宿 る。 この危機 の経験 は,経 済 のみ の 局

面,つ ま りは工 業経 済 と農 業経 済 の 関係 だ け に還 元 され うる もので はない 。 人

人 の生 活形 態 と文化 こそが 問題 だ ったので あ る。

ブ ー フ シュ タ イナ ーは,ヘ ス の立 論 が,1890年 代 の調 査報 告 のみ に基 づ く分

析 で あ る こ と,そ して,ド イ ツ帝 国全体 の統 計 数値 に依拠 して い る点 を指 摘 し

つ つ,ヘ スが 追 った発 展 の帰 結 を問 うた。氏 の発言 要 旨 は ,こ うで あ った。 主

と して農 民 的 土地 所有 に よ り特徴 づ け られ る南 部 ・西 部 と,大 土地 所 有が 支 配

的 な東 部 との あ いだ に は,1ヘ ク タール当 た りの収 穫 高 を見 る と,1890年 代 の

半 ば に至 るまで,前 者優 位 の大 きな較差 が存 在 した 。大 農 場経 営 で 実 施 され た

生産の集約化の結果,逆 の展 開が示され始め るのは,よ うや く1890年 代 に入 っ
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て 以 降 の こ とな ので あ る。 さ.らに,ア ヒ レス は.負 債 統 計 の 欠 点 を批 判 し,

シュ レムマーは,収 支計算の対照を,危 機か否かの判断の基準 に用いるヘスの

方法に賛成 した。大経営 の収益率の計算 方法に関 しては,ミ ュラーが,蒸 留酒

製造業 を考慮 に入れることが非常 に重要であると指摘 した。

プー レは,農 業の危機 とい う概念 を用い ることは妥当で なく,そ の構造的衰

退 こそが問題 にされ るべ きであ るとした上で,発 展 の見地 をとる加藤 の理解 に

批判的に言及 した。ハルニ ッシュは,あ る種の フ ィデイコ ミスが担 った積極的

役割 を肯定的に評価 しよ うとす る加藤説 に異議 を唱 えて,そ の消極的性格 を強

調 した。 ユ ンカー論 に関 して も,ハ ルニ ッシュは,加 藤 の見解 を批 判 して,

ヴェーバーの認識 につい て言 うと,ユ ンカーは 「生 きるか死ぬか の経 済的闘

争」 の危機 の渦中にあ った と把捉 していた点が,基 本 的に重要だ った はずであ

ると発言 した。

3.近 代化過程の諸問題

ク レムが示 した農業教育の向上.とい う事 実に関 して,ア ヒ レスは,次 の よう

な補足説明を行 った。す なわち,大 学教育を受 けた専門家が農業経営 の実務の

道 に進んだ例 は皆無で はないにせよ,そ れほ ど一般的ではない。概 して彼 らは,

農業団体 や協会で職 に就 くか,も しくは,巡 回教 師 として活動す ることが多

か ったのである,と 。ブーフシ ュタイナーは,ミ ュラーが積極 的に評価 したペ

ヒターの状態 と,悪 くない借地条件 に もかかわ らず,1890年 代末以降,大 経営

の借地関係 はむ しろ後退 していると指摘 した。

機械化の進展 につ いて,ア ヒレスは,ド イツ農業の階層 別経営構造 それ 自体

のなか に,そ の決定 的な阻止要 因を見出だす のであ るが,ベ ルケは,Hofの

機械化がFeldの それに比 して,は るか に遅れを とったのはなぜか との論点 を

提起 しつつ,こ れは,経 営構造 によって説明され るのではな く,む しろ,技 術

と費用上の問題が主因であろうと示唆 した。 プー レは,機 械化の進展が きわめ

て緩慢だ った ことに注 目して,そ の原因を問 うた。さ らに,彼 は,東 部 ドイツ

農業 にあ って,近 代的な もの とはい ったい何であ ったのか との根元的な問いを
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投 げか けた 。 プー レに よれ ば,近 代 的 農業 とは,北 西 ドイ ツの畜 産や 甜 菜糖 ベ

ル ト地帯(Zuckergiirtel)の よ うな特産 物 生 産 地域 に おい て のみ 見 出 だ さ れ る

にす ぎぬ もの な ので あ った。

ライ フ報 告 に対 して,ト イテ ベ ル クは次 の よ うに コ メ ン トした。 農村 の 反 ユ

ダヤ主義 につ い て言 えば,そ の概 略 に関 す る説 明 の手 がか りさ え まだ ない 。注

意 さ れ るべ きは,お そ ら く,二 重 の意 味 で の文 化 的 遅 滞(culturallag)で あ

ろ う。す なわ ち,一 方 は,都 市 と農村 とのず れ で あ り,も う片方 は,農 業 にお

ける大変 化 と農 村居住 民 が抱 く遅 れ た集 団意識 との相 違で あ る。農村 に対 す る

都 市 民 の さ げす み の 念 が,農 村 の 反 ユ ダヤ主 義 を著 し く強 烈 な もの に して し

ま った こ との一 つ の根源 だ った ので はあ る まいか 。 トイ テベ ル クは,イ デ オ ロ

ギー概 念 に頼 る こ とな く,前 望 的諸 力 と守 旧 的 なそれ とを区別 す る工 夫が 必 要

で あ る と提 唱 した。

プー レは,近 代化概 念 の理 論 的洞 察 とそ の ク リテ リア を問題 にす る。 プー レ

に よれ ば,近 代 化 とは,単 線 的 な もので はな く,種 種 の領 域 にお い て複線 的 に

進 む過 程 で あ る。す なわ ち,そ れ は,経 済 の み な らず,社 会,政 治,文 化等 の

様様 な領域 に またが る複 合 的 な構成 要 素 を包括 す る。 プー レは,比 較 の基準 と

な りうるモ デ ル と して,官 僚 化 ・工 業化 そ して民 主化 の三 つ の概 念装 置 を設 定

す る。か てて 加 えて,そ もそ も近代 化 とは,誰 の た め の近代 化 で あ って,そ れ

には,ど の よ うな代価 が 支払 わ れ た のか,が 問わ れ な けれ ば な らない。 近 代 化

とい う.過程 は,農 業 と工 業 ・政 策 ・国家 との関係,生 産特 化 によ る農業 の構 造

改善,経 済的 損 失の 政治 的埋 め合 わせ の程 度 とい った諸 側 面 に即 して究 明 さ れ

なけれ ば な らないの で あ る。

トイテ ベ ル クは,プ ー レ説 に基本 的な賛 意 を表 しつ つ,プ ー レの示 す 比較 の

三 基 準 に加 えて,コ ミュニ ケー シ ョンの 国営化 と大量 消費 の実 現 の二 要 因 を挙

げた 。 トイテ ベ ル クの議 論 は,さ らに,農 業 ・土 地 制度 史 家が 使 う比 較 の 基 準

は,本 来,.厳 密 な地 域 史 的 考慮 に基 づ いて 選 定 され るべ き もので あ る こ との 指

・摘 に及々 だ
。他 方,国 家 干渉 の 実態 を把 握 す る作業 も きわ めて 重 要で あ って,
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トイテベ ル クに とって は ,.こ の国家 干 渉 の機 能 と作用 に関 す る予備 知 識 を集 成

す る ことが,不 可欠 の前提 で あ る。 い った い ,国 家干 渉 に よ って,新 た な秩 序

を もた らす か,あ るい は ,革 新 的 な変 化 を解 き放 つか した 方向 で の保 護 が行 わ

れた のか,そ うで は な くて ,逆 に,あ る特 定 の生 産形 態が,断 末 魔 に至 る もな

お固 く化石 化 され て しまっ ていた の か ,と い う点が解 明 され な けれ ば な らな い。

後者 の方向 が集 中的 に追 求 され た とす れば ,そ の時 に は,反 近代 主義 の ドイ ツ

的特 質が帰 結 され る幕切 れ を迎 え る こ とに な った であ ろ う。 その か ぎ りで は,

そ もそ も 「近代 化」 概 念 そ れ 自体 の なか に ,一 抹 の不 安材 料 が宿 る,と 言 わ ざ

るを えない ので あ る。

ハ ルニ ッシュ は,農 業 近 代化 を,重 層 的 で ひず み の あ る,の ろ の ろ と進 む

(gebremst)過 程 と捉 え.る。 こ.のよ うな特 徴 を もた ら した 雑多 な諸 要 因は
,ハ

ル ニ ッシ ュに よれば .農 村民 の流離 ・都 市化 ・ナ ツ ィオナ リス ムス ・教 養市 民

層 の文化 批 判 ・東 部 ドイ ツの過 疎化 ・土 地 国有 化 の動 ぎ ・農 業 ロマ ン主義 の 強

ま り ・軍 事力 拡 充 に対 す る重 大 関心 等で あ る。 さ らに,農 業 へ の工 業 の影響 と

と もに,農 工 間 の協 力 とい う論 点 も,こ れ に加 味 して勘 案 され て しか るべ きで

あ ろ う。

4.成 果 と課題

RudolfBerthold(Berlin)は ,東 部 ドイ ツ農 業 の近 代 性 に関す る今 回の 議 論

を通 じて 明 らか に され た こ と と,不 分 明 な まま の問題 との両 面 があ る,と 述べ

る。後 者 を解 明す る決 定 的 な手 が か りは ,お そ ら く農 業経 済学 に求 め られ うる

で あ ろ う。 近 代化 を評価 す る際 の軸 点 と して是 非 とも利 用 され るべ きは
,少 し

く専 門 的(partiell)に な りす ぎ る嫌 い はあ る にせ よ
,や は り,農 業 経 済学 の

基 本 的 な近代 化概 念 なの であ る。 ア ヒ レス は
,こ れ に異 を挟む 。1880年 以 来,

国 は,関 税 に よ って.農 業生 産 の前 提 とな る必須 の 諸条件 を整 え て きて い た の

で あ るか ら.経 済 的 な次 元の み に限 定 した 考 察 は
,も はや 可 能で はない ので あ

る,と 。

ハ ルニ ッシ ュは ,農 村社 会 構 造 史 としての アグ ラー ル ・ゲ シ ヒテ を提 唱す る。
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大会 で 取 り扱 わ れ た時 期 の農 業経 済 を め ぐる多 くの問 題 は,社 会 構 造 政策 上 の

諸 問題 と密 接 不可 分 の 関係 に立つ ことが判 明 した 。わ れ われ が 目指 す べ き新 し

い地平 は,社 会構 造 政 策(Gesellschaftspolitik)と して の農 業 ・土 地政 策 の 分

析 に こそ求 め られ な けれ ば な らな い。

DirkStegmann(LUneburg)の 主張 は こ うで あ る。 も と よ り,農 業 近代 化

とは,認 識不 可 能 な契機 で はあ りえ ないが,は た して それ が どの程 度 まで進 展

した のか とい う点 の判 定 は,必 ず しも容易 で は な い。近 代化 の進 み 具合 を精 確

に測 る ため の 一つ の有 力 な方 法 は,国 際比 較 で あ ろ う。 また,東 エ ルベの大 農

場 が 改 良(Veredelung>へ の移 行 の道 を 本当 に辿 った のか 否 か とい う問題 は,

シ ュテ ー クマ ンに とって は,依 然 と して未 解 決で あ る。1918年 に至 るまで,国

は農業 を最 大 限操 って きた。 農業 にな お残 され て いた 自主 的努 力 の 余地 は,い

くば くもなか った 。政 治 的近 代化 は,ド イツで は ほ とん ど存在 しなか った も同

然 で あ っ た し,保 守 改 良 主 義(Reformkonservatismus)は 弱 体 の ま まで あ っ

た。 も しか す る と,そ の点 に,農 業 に お け る保 守 改 良 主義 も弱 か った..一因 が

あ った のか も しれ ない。1918年 後 にな る と,改 革 が それ ほ ど進 まなか った農 業

と政 治 の両 分 野 にお け る二 重 の危 機 とい う事 態 に立 ち至 る。 国 の保 護 が,突 如

として,な ん らの埋 め合わ せ もな く打 ち切 られ た た めで あ る。 こ う して,東 エ

ルベ の 農業 生 産者 は,1920年 代 に は,耐 えが たい新 手 の危 機 の渦 中 に身 をさ ら

す結果 に な った ので あ る。

BoStrath(Gothenburg)は,農 村 にお け る様 様 な生 産者 グ ルー プが持 った

合理性 に止 目 して,そ れ ぞれ が示 した苦境 へ の適 応戦 略 と と もに,国 ・工 業 ・

工 業 国 との彼 らの ス タ ンスの置 き方 の違 いを も視 野 に収 め る観 点が 必 要で あ る

と発 言 した。 彼 は,さ らに,農 村 社 会構 造(Agrargesellschaft)の 発展 を国 際

比 較 の視 角か ら見 る重 要性 を説 いた 。

シ ュテ ピンス キー は,農 村 発展 を説 明す る重 要 な一契 機 と して,貴 族 の役割

を挙 げ,1895年 後 にお け るその強 化 と農 村住 民 へ の影響 とい う事 実 を強調 した 。

ア ヒレスは,帝 制期 ア グ ラー ル ・ゲ シ ヒテの固有 の課題 に関 して は ,経 営 と市
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場経 済,そ して,イ デ オロギ ー とエ リー トとをめ ぐる社 会 関係 の三者 が 区別 さ

れ なけれ ば な らな い と した上 で,そ れ らの総合 の追究 を提 唱 し,ま た,ト イ テ

ベ ル クは ,新 しい農 業 史研 究 の 中心 的 な課 題 の一 つ に,都 市 化 過 程 の分析 を挙

げ る こ とが で きる と述べ た。

総括 討 論 に おい て は,さ らに,次 の よ うな複数 の テー マ,す なわ ち,農 業信

用 組 織 ・保 険 組 織 ・通 信 網 の 整 備 ・農 業 の 官 僚 支 配 ・農 村 の 日 常 生 活

(Lebenswelt)・ 婦 人 の 地 位,そ して,農 民 の家 政 が,ま だ 未解 決 の 課 題 に と

どま ってい る ことが指摘 され た。 最後 に,主 宰者 の ラ イ フが,当 大会 は,ア グ

ラール ・ゲ シ ヒテ研 究 に とって の新 た な 出発 点 を切 り開 いた 建設 的 な学 会 だ っ

た 点で,す ぐれ て画 期 的 で あ る と評価 して,三 日間 に わ た る大 会 を 締 め括 っ

た22)。(1993.7.18.脱 稿)

22)な お,本 学 会 の 諸 報 告 は,す べ て,1993年 秋,ベ ル リ ン のAkademie-Verlagよ り刊 行 さ れ る

H.Reif(Hrsg.),OstelbischeAgrargesells`haftimKaiserreichandinderWeimarerRepublik

Agrarkrise,∫ ωη舵 所`ゐ8Z紺 邸 郡58ηPo如 礁 ル40伽 癖 熈 πg∬ 路4詫g飴 瑞 に 収 録 の 予 定 で あ る 。


